
平
成
26
年
度
予
算
案
が
成
立

し
ま
し
た
。
そ
れ
に
伴
い
平
成

26
年
度
税
制
改
正
案
も
先
月
3

月
20
日
に
可
決
成
立
し
ま
し
た
。

今
回
の
税
制
改
正
の
国
税
に

関
す
る
不
服
申
立
て
制
度
の
関

係
で
は
、
国
税
庁
長
官
の
法
令

解
釈
と
異
な
る
解
釈
等
に
よ
る

裁
決
手
続
き
が
改
正
に
な
り
ま

し
た
。

国
税
通
則
法
第
99
条
（
国
税

庁
長
官
の
指
示
等
）

一
、
国
税
不
服
審
判
所
長
は
、

国
税
庁
長
官
が
発
し
た
通
達
に

示
さ
れ
て
い
る
法
令
の
解
釈
と

異
な
る
解
釈
に
よ
り
裁
決
を
す

る
と
き
、
又
は
他
の
国
税
に
係

る
処
分
を
行
な
う
際
に
お
け
る

法
令
の
解
釈
の
重
要
な
先
例
と

な
る
と
認
め
ら
れ
る
裁
決
を
す

る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の

意
見
を
国
税
庁
長
官
に
申
し
出

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
、
国
税
庁
長
官
は
、
前
項
の

申
出
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、

国
税
不
服
審
判
所
長
に
対
し
指

示
を
す
る
と
き
は
、
国
税
不
服

審
判
所
長
の
意
見
が
審
査
請
求

人
の
主
張
を
認
容
す
る
も
の
で

あ
り
、
か
つ
、
国
税
庁
長
官
が

当
該
意
見
を
相
当
と
認
め
る
場

合
を
除
き
、
国
税
審
議
会
の
議

決
に
基
づ
い
て
こ
れ
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

現
行
法
で
は
国
税
不
服
審
判

所
長
か
ら
意
見
の
申
出
が
あ
っ

た
場
合
は
、
国
税
庁
長
官
は
国

税
審
議
会
の
議
決
に
基
づ
き
国

税
不
服
審
判
所
長
に
対
し
指
示

等
を
行
な
っ
て
い
ま
す
が
、
改

正
後
は
国
税
庁
長
官
の
指
示
等

に
変
わ
り
、
国
税
審
判
所
長
が

異
な
る
法
令
解
釈
に
よ
る
裁
決

又
は
重
要
な
先
例
と
な
る
裁
決

を
す
る
と
き
は
そ
の
意
見
を
国

税
庁
長
官
に
通
知
す
る
こ
と
に

現
行
が
変
更
さ
れ
ま
し
た
。

国
税
不
服
審
判
所
長
の
意
見

が
審
査
請
求
人
の
主
張
を
認
容

し
、
か
つ
国
税
庁
長
官
が
意
見

を
相
当
と
認
め
る
場
合
を

除
き
、
国
税
庁
長
官
は
国
税
不

服
審
判
所
長
と
共
同
し
て
意
見

を
国
税
審
議
会
に
諮
問
し
、
国

税
審
議
会
が
議
決
し
ま
す
。

そ
の
議
決
に
基
づ
い
て
、
国
税

不
服
審
判
所
長
は
裁
決
す
る
仕

組
み
に
変
更
さ
れ
ま
す
。

施
行
日
は
、
平
成
26
年
4
月
1

日
か
ら
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
国
税
審
議
会
の
管
轄
が

国
税
庁
に
あ
り
、
財
務
省
設
置

法
第
21
条
に
基
づ
き
、
平
成
13

年
1
月
6
日
に
設
置
さ
れ
ま
し

た
。
委
員
の
定
数
は
20
人
以
内

で
あ
り
、
学
識
経
験
者
が
委
員

と
な
り
、
任
期
は
2
年
で
す
。

掌
握
事
務
は
、

１
、
法
令
解
釈
に
よ
り
国
税
庁

長
官
か
ら
意
見
を
求
め
ら
れ
た

事
項
の
調
査
審
議
。

２
、
税
理
士
試
験
の
執
行
及
び

税
理
士
の
懲
戒
処
分
等
の
審
議

３
、
酒
税
保
全
の
た
め
の
種
類

の
製
法
・
品
質
の
表
示
基
準
や

重
要
基
準
の
審
議
等
で
す
。

即
ち
国
税
不
服
審
判
所
の
審

判
が
国
税
庁
の
判
断
と
異
な
る

場
合
、
国
税
庁
に
申
出
て
共
同

し
て
国
税
審
議
会
で
審
議
す
る
。

こ
れ
は
国
税
不
服
審
判
所
の

独
自
性
が
担
保
さ
れ
な
い
に
等

し
い
の
で
は
。
い
わ
ゆ
る
国
税

庁
の
検
閲
強
化
、
実
質
的
な
審

判
所
制
度
の
ザ
ル
法
化
で
す
。
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日
本
料
理
の
神
髄
は
自
然

の
季
節
感
に
あ
る
。
素
材
に

聞
き
、
匂
い
を
嗅
ぎ
、
肌
か

ら
、
舌
の
感
じ
を
意
識
的
に

ス
ト
ッ
ク
、
新
た
な
進
化
を

続
け
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
知
識
に

原
価
が
掛
か
っ
て

い
ま
す
。
無
料
で

知
識
を
も
ら
う
事
は
本
来
で

き
な
い
。

し
か
し
、
何
事
も
信
頼
関
係

が
生
ま
れ
れ
ば
自
然
に
贈
与

さ
れ
ま
す
。
簡
単
な
ほ
ど
深

く
難
し
い
の
で
す
。

五
感
を
含
め
デ
ー
タ
ー
の
蓄

積
を
し
修
行
を
重
ね
ま
す
。

香
り
を
か
ぐ
だ
け
、
見
た
だ
け

で
も
、
変
化
す
る
色
を
見
、
触

れ
て
、
毎
日
修
行
の
テ
ー
マ
が

あ
ふ
れ
返
っ
て
い
ま
す
。

日
本
料
理
は
最
初
の
一
品

を
待
た
せ
な
い
の
が
基
本
。
ど

ん
な
仕
事
に
も
共
通
す
る
で
し
ょ

う
。

「だ
し
」が
日
本
料
理
の
命
と
言

わ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
結
局
は
水

が
決
め
手
。
精
神
性
ま
で
伝
え

高
め
ら
れ
る
水
の
国
で
、
最
高

の
素
材
で
す
。

会
社
も
最
大
の
質
が
結
局
は

人
間
、
そ
れ
ぞ
れ
の
社
員
・

従
業
員
と
同
じ
こ

と
で
す
。

理
性
能
率
主
義

の
西
洋
で
な
く
東

洋
の
精
神
性
が
、

戦
争
の
無
い
、
日
本
に
世
界
を

救
う
役
割
を
、
９
条
を
ノ
ー
ベ

ル
平
和
賞
の
動
き
は
、
自
然

と
我
が
民
族
に
課
せ
ら
れ
て
い

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。


